
監 査 公 表 

静岡市監査公表第 18号 

地方自治法第 252条の 38第６項の規定により、静岡市長及び静岡市教育委員会から措置

を講じた旨の通知があったので、これを公表する。 

平成 31年２月 28日 

静岡市監査委員  村 松   眞 

同     杉 原 賢 一 

同     遠 藤 裕 孝 

同     井 上 智 仁 

 

記 

 

１ 平成 27年度包括外部監査（学校教育に関する事務の執行について） 

分収林事業の今後の方向性について［静岡市立清水桜が丘高等学校］ 

【指摘事項】 

以前は、教育の一環として分収林事業を行っていたが、現在は、まったく行っていな

い状況となっている。分収林事業については、賃貸借契約の解約を含めた事業全体の見

直しを行う必要があると考える。 

 

【措置の状況】 

分収林事業について、現状では教育の場としての活用は難しく、また、分収林として

の収益も期待できないことから、契約の当事者である財産区や、これまで分収林の育成

に関わってきた卒業生（同窓会）の意見を踏まえ、平成 35年（2023年）３月の賃借期間

満了をもって契約更新しないこととした。 

 

２ 平成 28年度包括外部監査（子ども・子育て支援事業に関する事務の執行について） 

浜石野外センターの耐震対策等の方針決定について［青少年育成課］ 

【指摘事項】 

浜石野外センターは、耐震対策推進計画が定める目標に準拠して、平成 30年度末まで

に補強、建替、解体、使用停止のいずれかの方法による対応を完了すべきであるが、現

時点では何ら方針が決定されていない。 

耐震化のために補強、建替を実施する場合には工事実施期間のみならず、庁内での調

整、業者選定等が必要であり、解体又は使用停止にするとしても、利用者及び委託先の

理解を得る必要がある。いずれも相応の期間を要すると考えられるため、目標期限に向

けて早急に方針を決定する必要がある。 

 



【措置の状況】 

浜石野外センターの宿泊棟２棟については、平成 21年３月に実施した耐震診断による

と耐震性に問題があり、補強工事をしても施設の寿命はあと 15年程度との結果でした。 

公共建築物耐震対策推進計画では、平成 30年度までに耐震性能ランクⅢの建築物をゼ

ロとする達成目標を定めているため、耐震性能ランクⅢに該当する宿泊棟２棟について

は、関係部署と調整し、地元関係者へ説明を行った結果、平成 30年度末をもって使用停

止・廃止の方針が決定しました。 

 


